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1. はじめに

わが国の港湾のあり方と欧米先進諸国のそれとを比較するとき．港湾lと対

する市民意識の相違を感じさせられる。それは経済・社会の歴史的発展過程

の相違にある乙とはいうまでもない。

わが国も国際化時代を迎え経済的な側面においては先進国水準にあるもの

の社会的側面lとおいては未だ疑問をもたざるをえない点が多くある。 したがっ

て国際化時代の港湾のあり方を財政的視点からとらえ市民意識を基軸とする

分権思想が国際化の埋念として形成されていく過程を以下三つの課題を中心

に考察を進めてみたい。

2. わが国の港湾管理・運営と財政の史的意義

わが国の港湾が欧米先進諸国のよう K経営の理念lと立脚して発展しえなかっ

た歴史的意義は資本主義後発国であると乙ろに求める乙とはいうまでもない。

したがって欧米先進諸国とその生成を異にする。それはわが国の港湾が不特

定多数の利用者に供する公共性のf]Jj念を基本埋念として形成してきた乙とは

一面においてはわが国の港湾が欧米先進諸国におけるような経営の理念では

なく ，管理・運営の理念によって迎営されてきた乙とを特徴づける。

では乙のようなわが国の近代的港湾の発展過程を考案するにあたり 9 欧米
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先進諸国と比絞するとき基本的には欧米先進消国への追従が先行し，疑i沌興

業 ・富国強兵策にみられるように社会的側l侃より経済的側同（近代技術）が

優先した乙とはいうまでもない。

したがって，わが国においては欧米先進治｜主！のように資本主義が自巨的に

発達するのと異なり，資本主義自体を政府のイニシアティブのもとに育成し

ていかなければならなかった乙とに根本的相迭をみる乙とができる。

そして政府は資本主義の発展における初期的過程，特lζ資本の原始的蓄杭

を地租に依存する国家権力によるものであった；I）そのため必然、的に地方自治

の発展するいとまはなく ，中央集権的な同家機構lζよらざるをえなかった。

したがって．経済 ・社会の形成は政府による政策にゆだねられ，自立がj発

展がなおざりにされたため，基本的Kは国家に誘導される ζととなり ，必然

的i乙資本主義の基本理念である自主独立，自主開発という発展の段階を形成

するにはいたらなかったという乙とになる。そのため当然社会資本としての

道路・港湾なとの交通手段は欧米先進諸国のように私的資本に依存する乙と

は困難であった。乙れらの事情からわが国の港湾が欧米先進諸国のように経

営の理念、に基づく管理形態にあるのではなく，その発展過程として資本主義

の一般理念を追求する段階にいたらず，近代的な経済・社会の形態を構築す

るのにいっぱいであった。それは中央集権的支配のもとlζ地域住民による民

主的港湾の形成の段階ではなく，公共性そのものの意識は欧米先進諸国にお

けるような資本家的社会性の発展lとみられるブルジョア民主主義の発展の中

から独占の漸次的形成に相応して形成されてきたものではなかった？）

乙のような経済社会環境の中でわが国の近代化政策のもとに港湾はどのよ

うに位置づけられたかという乙とに視点を向けてみる必要があるのではなか

ろうかと思う 。

まず第ーに近代港湾の整備の必要性が認識されたのは嘉永6年（1853）の

黒船来航にはじまる欧米列強との外国貿易の開始，第2は明治20年代におけ

る近代諸工業の勃興による石炭，木材などの工業原材料輸送の必要性に伴
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って沿岸貿払への方向づけとして近代港湾が整備されていくのである。乙の

ように社会資本として柊備されていくわが国の港湾は，政府の一連の近代化

政策のもとに形成されるものであって，欧米先進諸lι｜のような民主的フルジョ

アによる歴史的発J:IJ.iの必然性から発中したものではなく ，中央集権的な政策

機柿によって批進されたもので必然的に経営の理念の発生する余地は少なかっ

た。そのためおのずと港湾修築土木行政が先行ーし．港湾の自主性は希簿とな

らざるをえなかった。そして明治40年 (1907）には，「重要港湾の選定およ

び胞設の方針Jが定められその後の港湾行政策の恨幹が形成された。さらに

芹；一次世界大i散によって輸出が激地するとともに，また重工業の発展lζ伴っ

て澗海湾，宅簡をはじめとするL業港の終備が注目されてきた。乙のような

一連のわが悶の港湾柊備の中で「凶接国の手で、管理する国営港（横浜 ・tr!l戸 ・

｜長11''1・敦賀港） Jと「地方公共団体の管問にゆだね国が共助する港湾」 とに

区分された。そして屯要港湾以外の港湾の修築は地方公共団体独力の管理に

ゆだねられたものの実質的には建設資金管理上の分頒であって国の権力行政

の中κあった？乙のように港湾政策そのものは中央集権化され，国の政策の

もとにおかれ一世財源（税金）で建設され．安く一般公衆の利用lζ供する乙

とに視点があった。それはその後昭和25年（1950）の港湾法制定以降も一貫

した思想であった乙とは港湾財政を考察する上にも注目すべき点であるどl

そのため港湾の管理 ・運営に対する財政支出は不特定多数の利用iζ供する

公共施設（社会資本）としての整備であった。 ζれはわが国が欧米先進諸国

追従への近代化のi品程と して中央集権的な政府によって資本主義自体を政府

のイニシァティフのもとに育成し，私企業を育成する社会的基拡を構築しなけ

ればならなかったr そして交通・通信の近代化は，資本主義的商品流通を一般

化し，統一市場圏を形成し．封建的な関所 ・伝馬制を廃止し．近代的な鉄道 ・

汽船などを輸入し，近代的な海陸交通体系の整備育成のすべてが政府によっ

て推進されてきた ~51

わが国の港湾の管理・運営と財政との関係を考察するとき港湾はわが国の

近代国家建設における欧米先進諸国追従策の中での社会資本の整備であるた

め．必然的にそ乙には港湾修築土木行政が優先し，乙れを運営する市場性原理
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を考える段階ではなかった乙とは資本主義社会体制としてのわが国の原始的

蓄積が十分ではなかったという乙とである。さらにわが国の高度成長期まで

の港湾のあり方を考察するとき ．まさに社会資本整備の立ちおくれは特に高

度成長期における民間資本による産業の発展lと追いつけないととが目立つた。

それは主要港湾における船混みに最とも代表されると乙ろであった（表 1）。

表 1 主要港湾における滞船状況

入港船舶
仇H了t 高（，＼

年 総隻 数 隻 数 ( B/ A) 待ちll!i＇問 1隻平均
待ち時間

(A) ( B) ×100 ( c) 
( C/B) 

36年11月
!!'. !!'. •• l時1111

3,571 739 20.7 65.025 88.0 
( 1961) 

38年月平均 3,899 381 9.8 10.416 27.4 
( 1963) 

40年月平均 3,678 421 11.5 9. 921 23.6 
( 1965) 

42年月平均 4,663 601 12.9 27.426 45.6 
( 1967) 

44年月平均 5,232 544 10.4 21. 639 39.8 
( 1969) 

48{p月平均 5,589 317 5.7 15.270 48.2 
( 1973) 

52年月平均 4,497 105 2.3 2.870 27.3 
( 1977) 

（注） 1.運輸白書（43年、 50年、53年版）による。

2.主要港湾とは東京、横浜、名古！昼、 大阪、神戸、関門の各港。

3. 39年以降は関門を除〈。

乙のような経済・社会の発展の過程における不均衡は途上的経済 ・社会にお

いては必然、的現象であった。しかし， 成熟社会を迎えた現在．国家における

役割を今一度考えてみる とき，莫大な政府財政は財政運営を困難に し， 官 ・

民の役割を再検討しなければならない時期となったことを示し．資本主義

経済 ・社会の本来あるべき姿を考察するとき，国の一連の交通政策としての
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港湾のあり方も改めなければならないのではなかろうかと思われる。それは

港湾の経済的意義におけるいわば市場性原理のあり方についてである。港湾

が国内的（国民経済）な規模で形成機能の有効性を把握する乙とを主体にそ

の利益が迫求されていた時代においては，それなりの経済的，社会的有効性

があった。しかし国際化時代においては国境を越えた視野に立脚して港湾を

みつめなければならなくなった。したがって高度成長期までのわが国の港湾

政策を回想するとき，基本的にわが国は明治維新以後欧米先進諸国への追従

として港湾．道路，運河，教育などの諸事業は公的資本の手で育成されてき

た。そのため公共事業によって建設された港湾は欧米先進諸国の技術水準に

追従する乙とにのみ視点があったがため，修築（土木）行政が主体となり経

営についてはあまりかえりみられなかったのが実態であった。したがって必

然的に国家と地方公共団体の財政は膨張し，国民の税負担は重く ，大衆的な

課税に依存する結果となった。それは港湾において代表されるように，社会

資本そのものが一般公衆の利用に供する公共施設として一般租税負担を原則

論としてなじみ途上的意識から未だぬけきらないように感ぜられる。そのた

め国際化時代を迎え海外への意識，文化への浸透などは進んでいるものの内

なる国際化が欠陥しているように思われる。乙のような乙とから公的機関の

なすべき乙と私的機関のなすべき乙とを改めて認識を深めるときではなかろ

うかと思われる。さらにわが国の近代化政策を振りかえってみるとき「所得

倍増計画」は自由化を基盤とする国際経済 ・社会に対するわが国の総力をあ

げての圏内経済体制の整備であった。乙れは臨海部開発による重化学工業コ

ンビナー卜によるわが国の産業構造の高度化であった。その立地形成は港湾

と工業用水を主体とする社会資本の形成でありその基椴となる工場用地の造

成の大部分も行政投資によって行われたf

乙のようにわが国の行政投資による社会資本の整備は欧米先進諸国と比較

するとき如何に国家による投資が旺盛であったかを物語るものである（表2）。

しかし，乙のような行政投資における．港湾は資本主義経済・社会原則によ

る市場性原理に基づくものではなく．そのため施設の供給は不特定多数の利

益に供するものであって市場性の追求ではなく高度成長期から安定成長期を
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表2 政府固定資本形成の国際比較

( 19611'.j'.) (lit{立：%）

llil 名 一般政府
公社政府

｛入I 言十
合 業

II 本 5.7 3.8 9.5 

スウェーデン 3.7 4.8 8.5 

フランス 2.3 4.6 6.9 

イギリス 1.8 4.9 6.7 

カ ナ ダ 4.1 2.3 6.4 

アメリカ 2.5 0.4 2.9 

西ドイツ 3.3 

政府間走資本形成
（注） 1.この数値は による。

国民総生産

2.宮本志－；；；：「社会資本論」（有斐閣昭和49年）

p .293による。

迎え．国際化時代が進むにしたがってその矛盾を露出するようになった。そ

れは，さらに港湾管浬者の財政負担の加度と限界を示すとともに同際化時代

を迎え港湾整備のテンポが，従来のペースでは対応しきれなくなった乙とな

ど港湾政策の制度上の矛盾を発生させ，その改善は昭和42年（1967）におけ

る外貿湾頭公団の設立，昭和45年（1970）には特許会社（名古屋コンテナ時

頭株式会社など）の設立にみる乙とができる。これは港湾における公共施設

としての管理・運営から経営への発展段階を示すものとして，また港湾の構

造的転換を示すものとしてその史的意義は注目すべきと乙ろである。

往（1）大内力若 「日本経済論上（経済学大系 7) J （東京大学出版会 1973年 4月）

P.118参照。

12）寺尾晃洋若「独立採算性批判JJ （法律文化社 1974年4月）P.160参照っ

13）「日本港湾史」 （日本港湾協会 昭和53年3月） pp_ l～2参照。

(4）向上P.!0参H明。

15）大内力若「前/:l:¥JPP.115～116参照。

16）宮本I宝石市「港湾料金の.E'H論と実践」神戸郎市問題研究所編（「公共料金の
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£:H論と実践」） （動車:;_lf房 1981年10月）参照。

(7）宮本憲一著「社会資本論」（有斐閣昭和49年4月） P.283参照。

3. 欧米におけるポート・オーソリティの形成と経営基盤

前章で述べたように社会資本としての港湾のあり方を経済 ・社会の発展過

程からとらえれば，資本 E設の初期的段階においては， 資本の原始的畜積の

如何にかかっている。したがってわが「EJにおけるような政府による早期育成

策は私的資本育成のために，私的資本のイミ採算部門の国家資本への依存は自

ずと高くなる。社会資本の誘導性が経済・社会開発を左右する乙とになるか

らである。

それでは資本主義経済 ・社会の発展過程における社会資本の整備のあり方

をみるとき A・スミスは「国富論Jの中で「公共土木事業の経費が，ふつう

にいわゆる公収入κよって，すなわち，たいていの国ではその徴収や充用が

行政権力に委託されている収入によってまかなわれると思わない。乙のよう

な公共土木事業の大部分のものを，その社会の一般的収入にはどのような負

担をかけずに，それ自体の経貨をまかなうにたりるほどの収入をそれぞれに

あげるように運営するのは，たやすくできる乙となのである。 Jillと述べてい

るように，国家資本が経営するよりは私的資本で経営する乙とが必然的であ

る乙とを示している。

乙のようなイギリス近代経済 ・社会の制度的基礎は功利主義的な気風をもっ

た「個Jを尊厳する思住！Iζ基ついている。そ して近代社会が産業革命を起源

とする産業社会である乙とから産業が発展する過程において社会の構造上の

問題を引きお乙した。それは産業上の変化を技術的発展として，新しいサー

ビスの提供として多くは能率化を目指し，機構の巨大化は独占体形成への傾

向を進化させた。さらに経済循環による不況は特定の産業の不安定など企業

危機を発生させ，進化を動機づけた。乙のような経済 ・社会の基本理！念は自

由で功利主義的な気風をもった能率，誠実，公平を目指すイギリスlζおける

自主的諸制度を発展させた？そして経済 ・社会の発展の過程として，ロンド

ン・ポート・オーソリティ設立の動機となったのは，ロンドン港lζおける港湾
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サービスの激化lζ伴うものであり，それは従来，帆船から汽船』ζ変造するにし

たがって，自然に依存していた運航計画が．人為的に実施されるにしたがっ

て，時期的lζ船舶が港に集中する傾向がなくなったため，必然、的lζ港湾施設

が過剰ぎみになってきた ζ とから競争が激化し，過当競争の要因となった ~I

その結果テームズ河の水路の管理が困難となり，船舶の運航に支障をきたす

ようになった。そして乙の問題を解決するため1900年にロイヤノレ委員会が設

置され審議された結果，個々の私的企業の経営全体の問題として港湾のあり

方ILIC限界があるとの見解から港湾を一元的K管理する非営利目的をもった

公共機関の設立が1902年lζ勧告された。これを受けて1908年に「ロン ドン港

法（ThePort of London Act ）」が制定され． 1909年 4月 l口Kロン

ドン・ポート・オーソリティ（LondonPort Authority）が設立した。乙

のロンドン・ポート・オーソリティは港湾機能全体を一般行政から独立した

自主独立権を委任された自治的な団体としてロンドン港の主要施設を買収し，

乙れを基i袖IC，水先案内，灯台，ロンドン警視管轄の讐察権などの港湾の管

理 ・運営上の諸権利・権限を取得するとともに財政的基盤として，ドック使

用料，河川｜トン税，通航税，貨物港湾税，荷役料などの徴収の他lζ港債の発

行権をも有する自主独立団体である。それはわが国における中央集権的な社

会資本の設備としての修築（土木）行政を主体とする港湾とは，その歴史的

発展過程を異lとする乙とは勿論である l~I

乙のように私的経営の限界によって発生した資本主義の発展過程として形

成されてきた。イギリスをはじめとする欧米先進諸固における固有化問題と ，

原始的畜績の未成熟を国家の手によって補うために政策的に国家資本によっ

て経済 ・社会開発が誘導されざるをえない資本主義後発国（途上国）の固有

化（公有化）政策とは基本的に異なる乙とを理解しなければならない乙とは

いうまでもない？

したがって，近代経済・社会が「個」の尊厳のもとに形成されている乙と

を埋念として考察すれば．国際化時代の港湾のあり方を考察するにつき，自

主独立した港湾のあり方が間われなければならない ζとはいうまでもない。

それは利用者の適正な対価によってのみ形成されるものである乙とからすれ
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ば当然そ乙lとは港湾の経営の理念、があり，独立採算性が問題とならなければ

ならない乙とになる。

まだ，乙のような私的企業の経済・社会の発展過程はニューヨーク・ポー

ト・オーソリティの設立によってもその代表的例をみることができる。

ニューヨーク港の発展は，ニューイングランドの中心であったボストン港か

らエ リー運河の開通によって比較優位を形成した。乙のようにアメ リカ大陸

の港は内水路と鉄道を武器として競争が激化した。やがて内水路と鉄道との

併存的補完関係は交通量のj運河から鉄道への依存が進展するに伴って，両者

のサパイパJレ戦略は激化していくのである。しかし港の背後地が定着する忙

したがって，今まで共存してきた鉄道と運河などの内陸交通機関は自己の優

位性を主張して．貨物獲得競争によって船舶を誘引する現象が生じた。ニュー

ヨーク港における乙のような過当競争はハドソン川をはさんで‘ニューヨーク

州側は海運の発展lζ依存し，ニュージャージー州側は鉄道の発展lζ依存する

港湾開発がされてきたζとにあった。そして乙のサノてイパlレ戦Ill各はニュージャ

ージー州からやがてニューヨーク州側に及び経済性を無視して展開され，港

湾の適正な運営が不可能となり，ついに1917年にニューヨーク港湾事件を発

生させた？そして乙れを解決するために州際商業委員会の判定にしたがって

公共トラストとしてニューヨーク・ポート・オーソリティが設立されたので

ある。乙れはロンドン ・ポート ・オーソリティと同じように行政機関から独

立した公共トラス 卜（公企業体）である。乙のようにニューヨーク港の場合

は広域港湾の問題として港湾の整備｜別発の必要性が港湾管埋の矛盾として発

生したのである。したがって，欧米先進諸国の経済・社会の発j起にみられる

共通の盟念は［個Jの尊厳を中心とした経済・社会発展政策の上に構築され

るものであり，あ くまでも幽家資本は私的資本の補助的，誘導的役割が主体

である乙とに視点を向けなければならない。それでは近代文化の店本思念か

ら国際化されていく経済 ・社会体制をみつめるとき．従来の経済 ・社会の方

向として， 産業の規模の利益迫求による独占化傾向， それに伴う労働の集中

は都市化を形成し，集権的社会形成に視点があった ~71 乙のようにロンドン港

における港湾政策にしても，またニューヨーク港のそれにしても規模の利益



国際化と港湾財政 141 

追求の産業化社会の発展過程として発生したものであるため，わが国iζおけ

る地方公共団体による港湾の管理 ・運営とはその本質を異に している乙とは

再三，述べたと乙ろである。

以上のような乙とから，欧米先進諸国の港湾政策は国家（行政権力） によっ

て港湾のあり方にしたがって調整的作用をする乙とが行政的権能であり．社

会的原動力はあくまでも私的資本の社会性をその基本的なものとしなければ

ならない。国際化されてし、く経済・社会とは，国墳の理念を乙えて従来の国家

そのものの意識が希薄になっていく乙とであろうし，また，それは一面におい

ては集権的に利益を求め規模の利益を追求していた時代とは異なり ，分権的

iと個々の文化の尊重の上lζ立脚した，多種 ・多様な文化の基礎の上lと形成さ

れていく経済 ・社会である乙とを考察しなければならなし、。乙のような歴史

の流れから港湾を理念づけることは．理論的， 実証的lζ港湾のあり方を埋解

する ζとにその意義を認識させられる。

注（1）アダム ・スミス著「諸国民の宮 凹」大内兵衛，松川七郎訳岩波文庫 P.59.

(2)L・J・ティヴィー著 遠山嘉博訳「イギリス産業の国有化」

（ミネノレヴァ書房 ll!!i平［155年12月） P.37参照。

13）黒田英雄著「世界海辺史」（成山堂昭和54年2月） P.64参照。

141;1じ見俊郎著「都市と港」 （同文館 111:1 和 5 J ~f 4月） PP . 245～249参！！~。

(5）し・ J・ティヴィー著 遠山必ー防訳「前出」 P。42参照。

(6）ハドソンJllとエリー湖を結ぶエリー運河の辺河建設運動は1780年代にはじまり

ニューヨーク州がク リントン知事の激励によって，外部から援助をうけずに着

手したのはようやく 1817年であった。そして1819年iζ開通した。

ハロノレ ｜、.v・フォークナー箸 小原敬士訳

「アメリカ経済史」 （至誠堂1976年8月） P.354参照。

171北見俊民ll著「前：±：」第14章第4節参照。

4. 国際化時代のわが国の港湾のあり方と財政運営ーむすびにかえてー

国際化時代の港湾のあり方を考察するとき，まず第ーにあげられるのは，
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物流体系における国際戦略の中での港湾が視点となる。これは従来の国家の

枠組の中での対象としての港湾とは趣を異にするであろう。というのは国際

化時代の港湾のあり方となれば，地球規模の経済 ・社会での港湾を考えなけ

ればならない乙とはいうまでもない。

したがって，港湾は従来の結節点型の港湾としてではなく， 国際物流の統

合化を対象とした適正な物流手段選択組合せによる一貫サービスの提供など

を主体とする流通型の港湾のあり方でなければならないという乙とになる。

しかしわが国の港湾は公共事業として国の港湾計画の枠組にある乙とはいう

までもない。

わが国の従来の国際化は海外進出拠点などにみられた乙とく外なる国際化

であった。しかし， 真実の国際化とは内なる国際化すなわち，外固に門戸を

開放し，外国の文化を受け入れる乙とのできる経済・社会でなければならな

い乙とになる。

しかし．わが国の政策はし、まだ外国lζ門戸を開放し，自由に外国の企業が

活動できるほどには発展していない実態である ζとは，最近の臼米構造協議

の中でも見られるとおりである。

したがって従来は国民・国家を枠組として国際経済・社会が勤し、ていた。

しかし国際化の中での港湾は．もはや地球規模の枠組で考えなければならな

い乙とになる。乙乙で国際化の中での港湾を考察するとき港湾は国際物流の

一環として国際物流を構成するものである。もはや港湾は国民 ・国家という

枠組の中にあるのではなく．国際経済・社会の枠組の中にある乙とを理念ず

けなければならない。

したがって国民 ・国家を基盤としていた経済 ・社会の盟念が，国際化時代

は地球規模で従来の国境の理念は簿らいだ。乙れはわが国の港湾の管関・辺

営は当然国民 ・国家を基調とするI盟念から発生した公共性の理念、としての規

模であったからに相違ない。従来の公共性は国民・国家を規模として経済・

社会の安全保障の問題があった。しかし高度成長期の終駕とともに経済成長

は急速に鈍化と停滞の方向へと進んだ。そして財政悪化の要因となり．その

ため各種の政府活動への合盟化・効率化を要求する気辺が高まり ，公共活動
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一般への不信は国営企業なと‘の民営化への転換となって現われた。乙のよう

な国民的認識は1970年代になって急速に高まり肥大化した政府活動を整理縮

小し政府活力の回復をはかるため「大きな政府」から「小さな政府Jへの国

民的期待が強くなった。その代表的なものが電々，国鉄の民営化への移向で

あった日l

表 3 主要 B港企業会計方式による財政収支状況

(lji.(:r. : (j JjJlj) 

経；：jl;Jj＼（？，主ト一一－一＊~一i；：一α一l一IJ ( 13一） 一1Jl t主 Jj)l_)(Jじ＇f
(A) 附1"fJlH'1「y公flf利 ｛－ il；~ f1Hi ;, 

八一 B
IJ／八

fi 勾 f'ilJ:jJ'l1i ×100 

36( 1961) 2,589 3,091 7~0 980 4 ,8ll 6.2' 222 186 
(64.2) ( 15 .4) ( 20.4) ( lOO) 

41(1966) 6司333 6, 160 2,915 2,070 11, 145 ム4,812 176 
(55.3) (26.1) (18. 6) (100) 

46( 1971) 14.455 12' 126 5,445 3,695 21,266 ム6,811 146 
(57.0) (25.6) (17 .4) ( 100) 

48(1973) 19司517 15,477 7,525 4,762 27,764 6. 8' 247 142 
(55.7) (27. I) (17.2) (100) 

50(1975) 27,274 23,630 10,265 5,418 39,313 6.12, 039 144 
( 60. 1) ( 26. 1) ( 13. 8) ( 100) 

51( 1976) 30,843 25,245 12,443 6,::162 44,050 ム13,207 143 
(57.3) (28.2) ( 14. S) ( 100) 

55(1980) 43.194 34,264 27,629 10,375 72,268 ム29,074 167 

59(1984) 60,276 31, 705 33,309 15. 110 80, 124 ム19,848 133 
(39.6) (41. 6) ( 18.8) (100) 

60(1985) 65,390 33,811 33,556 15.840 83,207 6.17 ,817 127 
(40.6) (40.3) (19. !) (100) 

61(1986) 67' 849 36,525 32,998 17,321 86,844 6.18,997 128 
( 42. I) (38.0) ( 19.9) (100) 

62(1987) 68,309 36,877 31,645 18,161 86,684 6.18, 375 127 
(42.5) (36.5) ( 21.0) ( 100) 

(i主） 1. j!J!愉 ！＇ i i作（ 53{1 ＇·、 57 イド、 fじイ1・）~Iii ）による 。

2. Ji＼（入は、施設使llJHJ.えび役務平1］川下｜の収入。

3. i成！1Hif1Vll'l~ は、 j1:Jl>J((ljll 全その｛也の地ii"i)'i'J'H 円以外がru11. した分に

｛名るff¥):11'1'1を1:,i＜。

4. 1'i'Jll！れは、胞，i主主!li1.'it1fil1t't'i を~：む 。
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ではわが国の高度成長期から安定成長期にかけての主要港湾の財政状況を

考察してみるとき（表3)IC示されるように昭和36年（1961）においては収

支比率は186と支出が大きく収入を超過していたが．昭和62年（1987）には

127と支出超過は逓減傾向にあり減少している ζとからして改善されつつあ

るとみなす乙とができるのではなかろうか。さらに経常収支先制においても

昭和55年（1980）をピークとして逓減傾向にある。乙のような点から一応改

善傾向にあるとみなされよう。

しかし乙のような港湾l!~ 政を制度的視点、からi也｝j公営企業法における料金

決定三原則（料金の公正妥当性，原価主義の！原則j，内部留保資金の確保）と

比較するとき港湾法は料金決定について独立採算性を前出と して体系づけら

れていなし、。それは水域施設（航路・船だまり），外かく施設 （防波嵯 ・護

岸など）のように受益の計測が困難な施設から料金徴収を禁止している乙と

（港湾法第44条第 2項）。また道路・橋梁 ・旅客胞設などのように直接料金

徴収を禁止してはいないが，施設の性格上，自由使刷されているもの，さ ら

に入港料のように徴収が認可制となっていて事実上，料金の徴収が抑制されて

いるものなどから して港湾が独立採算性をはかる乙とはかなり困難な状況に

あるととが理解されるであろう。さらに入港料について考察を進めてみると

き．昭和2昨（1954）に法制度化されたが， 実質的に昭和52年（1977）によう

やく徴収がはじめられた。しかし．料金算定I＜：：先きだち昭和51年（1976）に

運輸省港湾局長と海運局長の覚古（入浴料制度のi運用について）に基づく行

政指導があり，入港料の対象となるべき原価がすべて算入されるのではなく

港湾環境整備の対象となるもののみを算定の基般とするような実態から考

察しでも，今後のわが国の港湾が財政的lζ独自性を権保する乙とには幾多の解

決すべき問題がある＇~）

したがって，わが国の港湾が国際物流の一環として国際化の基本埋念

である自由化， 市場化iζ対応していくためには，欧米先進諸国の港湾財政を

今一度比較考察する必要があるのではなかろうかと思われる。しかし欧米先進

諸国の港湾整備は社会資本を基車illとしている乙とは，わが国のそれと異なる

と乙ろはない。それは社会資本の大部分が民間投資を引きつけるほど ト分な
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利潤を生まない乙とを前提として港湾管理者が幣備するという乙とであるが．

港湾管理者は財政的（独立採算性），行政的独立の保持を前提としている。

それは港湾が企業経営を対象としている乙とを意味するものである。 ζれに

よって港湾管埋者は岸壁．土地などの社会資本を民間企業に有償で貸与して

利潤をえるという基本的には港湾施設の所有と経営が分離している乙とを意

味するものである。

したがって，われわれが港湾の経済 ・社会性を：考察する場合一般に商業港 ．

工業港を理念つけるのは産業資本を前提として考察すべきであり．そζlとは

当然企業活動の対象としての港湾が埋念つけられ，料金徴収を前提として賃

貸料によって財政基盤を佐立する乙とにより経営の安定をはかる乙とを位置

づけられている。さらにわが国と欧米先進諸国の港湾を財政的視点から比絞

する場合．欧米先進諸国においては港湾管理者は財政的にも．行政的にも独

立（自活）的であり．これらによって一般の行政府機闘に欠けている私企業

並の規律が確保されることによって効率的な低コストで流通機｜却に提供する

主体として．当該地域の繁栄iζ寄与し公共の福祉に貢献しようとするもので

ある。そ乙には常に効率性を佐保する乙とが追求され．その利益は港湾の改

善または各種の料金の引下げにあてられる乙とを前提としている。

以上のような乙とから国際化時代の港湾のあり方を財政的視点、から考察す

る乙とは，わが国の港湾の基本法である港湾法そのものの料金体系はもとよ

り，地方自治法なとの関連法令の法体系の改正をはかる乙とが今後の課題と

なるのではなかろうか。

注 （1）市釆清也稿「国際複合輸送と港湾機能j （港湾経済研究 No.24）参照。

(2）山彩進編「相互依存H寺代の国際摩擦」 （東京大学出版会 1988年2月）第 1!,1: 

参照。

13）赤堀l沼三稿「公益事業の規m11緩和と民営化J（有斐閣 昭和62年9月 加藤寛

編「政府の経済」）参W4a

14）宮本質杭「港湾料金の理論と実践J （神戸都市問題研究所編「公共料金のf望論

と実路」 （効草主j房 1981年10月）参照。

(5）「港湾に｜刻する比較法制度j （逆輸経済研’允センタ一 昭年52年3月）参照。


